
全 住 協 第１６１号 

平成２９年９月２０日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人 全国住宅産業協会 

総務委員長 小 尾   一 

 

不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について 

 

拝啓  時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、国土交通省から標記についての周知依頼がありましたのでお知らせします。詳細

は下記及び別添資料をご参照ください。                  敬 具  

 

記 

 

１．通知等資料 (1) 不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について 

（平成２９年９月１４日付 国土動指第３５号） 

(2) （参考）不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上 

について（平成２５年７月２３日付 国土動指第２６号） 

※各資料は全住協ＨＰに掲載 

２．送付資料  １の(1) 

３．参考ＨＰ  (1) 障害者差別解消法に基づく国土交通省所管事業における対応指針の 

公表について（国土交通省） 

http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000104.html 

(2) 人権擁護局フロントページ（法務省） 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html 

４．問 合 せ 先  (一社)全国住宅産業協会 担当：原田 

          ＴＥＬ ０３－３５１１－０６１１ 

   以 上  
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